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えひめこどもの城及び愛媛県体験型環境学習センター 

指定管理者募集要項 
 

１ 指定管理者募集の目的 

えひめこどもの城（以下「こどもの城」という。）及び愛媛県体験型環境学習センタ

ー（以下「センター」という。）などの地方自治体の公の施設（一般住民が利用する施

設）については、平成15年６月の地方自治法（昭和22年法律第67号）の改正（同年９月

施行）に伴い、住民サービスの向上と経費の削減を図るため、平成18年度から「指定管

理者制度」を導入していますが、平成31年３月末をもって現在の指定管理者による指定

期間が終了します。 

そこで、愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和39年愛媛県条例第２号）

第11条の規定に基づき、平成31年４月以降のこどもの城及びセンターの管理運営を行う

もの（以下「指定管理者」という。）を選定するため、この要項に定めるところにより、

指定管理者を広く募集します。 

 

２ 施設の概要 

(1) こどもの城 

ア 名称 

えひめこどもの城 

イ 所在地 

愛媛県松山市西野町乙108番地１ 

（松山市西野町及び砥部町宮内にまたがる区域） 

ウ 面積 

約34.6ｈａ 

エ 法的位置付け 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）に基づく児童厚生施設（児童遊園、児童館等

児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とす

る施設） 

オ 設置目的 

児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、及び情操を豊かにするとともに、

地域の児童館その他の関係機関の活動の支援並びに児童の健全育成を図るために必

要な遊びに関する調査研究及び指導者等の養成を行う。 

カ 施設概要 

こどもの城の施設等については、添付資料の「えひめこどもの城施設等概要」を

参照してください。 

体験施設  31.2ｈａ 

 

①こどものまちゾーン（３．９ｈａ） 

 

大型児童館［鉄筋コンクリート造３階建て・延床面積：4,072.22㎡］ 

 

１階 
エントランスホール、総合案内所、こどもタワー、ミュージアムショッ

プ 等 

２階 
多目的ホール、図書コーナー、相談コーナー、幼児コーナー、こどもエ

レベーター、フリースペース、音楽室、みきゃんデジタルアートミュー
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ジアム、管理事務室 等 

３階 
ワークショップ、クッキングルーム、研修室、ボランティアルーム、お

もちゃの歴史ギャラリー 等 

屋上 

探索園（錯視錯覚遊具）[光の塔、空の塔、こだまの塔、風の塔、光の

トンネル、こだまのトンネル、風と音のカプセル、イリュージョンパネ

ル、迷路の園 等] 

②イベント広場ゾーン（2.0ｈａ） 

 
芝生広場、くわがたのステージ、じゃぶじゃぶ水路、みずべのレストラン、ボー

トのりば、親水護岸 等 

③創造の丘ゾーン（2.8ｈａ） 

 創作工房、ハーブ園、花の丘、さくら橋、さくらの小径 等 

④冒険の丘ゾーン（8.7ｈａ） 

 
冒険ステーション、てっぺんとりで、ボブスレー、てんとう虫のモノレール、サ

イクルモノレール 等 

⑤ふれあいの森ゾーン（13.8ｈａ） 

 森のとりで、森の広場、せせらぎ、ふれあいの池、野鳥の森、果実の森 等 

そ の 他  3.4ｈａ 

 

①松山側駐車場〔乗用車395台（大型バス10台を含む）〕 （1.1ｈａ） 

②砥部側駐車場〔乗用車105台〕 （0.2ｈａ） 

③その他 （2.1ｈａ） 
 

キ 開園年月日 

平成10年10月24日 

ク 総事業費 

約147億円 

ケ 事業概要（えひめこどもの城管理条例（平成17年愛媛県条例第27号、以下「こど

もの城条例」という。）第２条に基づくこどもの城の業務） 

(ｱ) 児童が健全な遊びを体験するための機会の提供 

(ｲ) 地域の児童館その他の関係機関の活動の支援並びに児童の健全育成を図るため

に必要な遊びに関する調査研究及び指導者等の養成 

(ｳ) 施設及び遊具の提供 

(ｴ) その他必要な業務 

コ 事業実績等 

こどもの城の運営体制、事業実績等については、添付資料の「えひめこどもの城

実績概要」を参照してください。 

サ その他 

施設及び事業の概要については、こどもの城のホームページも参照してください。 

http://www.i-kodomo.jp/ 
 

(2) センター 

ア 名称 

愛媛県体験型環境学習センター（通称：えひめエコ・ハウス） 

イ 所在地 

愛媛県松山市西野町乙103番地１ えひめこどもの城内 

ウ 設置目的 

地球温暖化の防止などに対する県民の環境保全意識の向上を図ることを目的に、

体験型環境学習の場の提供や県民の環境学習活動等の支援を行う。 
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エ 施設概要 

センターの施設等については、添付資料の「愛媛県体験型環境学習センター施設

等概要」を参照してください。 

建物の構造等 

木造平屋造り（延床面積329.99㎡） 

親子エコライフ室 

エコ活動支援室 

エコ製品展示コーナー等 

主 な 設 備 

①太陽光発電設備 

②太陽熱利用システム 

③雨水循環設備 

④屋上緑化設備 

⑤風力発電設備 
 

オ 開館年月日 

平成15年４月22日 

カ 総事業費 

約１億４千万円 

キ 事業概要（愛媛県体験型環境学習センター管理条例（平成17年愛媛県条例第21号、

以下「センター条例」という。）第２条に基づくセンターの業務） 

(ｱ) 住宅等における地球温暖化対策技術の体験の場の提供 

(ｲ) 環境学習及び環境保全活動の支援 

(ｳ) 環境に関する情報の収集及び提供 

(ｴ) その他必要な業務 

ク 事業実績等 

センターの運営体制、事業実績等については、添付資料の「愛媛県体験型環境学

習センター実績概要」を参照してください。 

ケ その他 

施設及び事業の概要については、センターのホームページも参照してください。 

http://www.i-ecohouse.jp/ 

 

３ 指定管理者が行う業務及び管理の基準 

(1) 指定管理者が行う業務 

ア こどもの城（こどもの城条例第３条） 

(ｱ) こどもの城の事業の実施に関する業務 

(ｲ) こどもの城の利用の許可に関する業務 

(ｳ) こどもの城の利用に係る料金の収受に関する業務 

(ｴ) こどもの城の施設及び遊具の利用の促進に関する業務 

(ｵ) こどもの城の施設、遊具、附属設備及び備品の維持管理に関する業務 

(ｶ) その他知事が定める業務 

イ センター（センター条例第３条） 

(ｱ) センターの事業の実施に関する業務 

(ｲ) センターの利用の許可に関する業務 

(ｳ) センターの施設の利用の促進に関する業務 

(ｴ) センターの施設、附属設備等の維持管理に関する業務 

(ｵ) その他知事が定める業務 
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 (2) 管理の基準 

ア 開園時間、休園日及び利用の許可等 

  こどもの城条例及びセンター条例の規定のとおりとします。 

イ 個人情報の保護 

  指定管理者には、愛媛県個人情報保護条例（平成13年愛媛県条例第41号）第16条

の規定により、個人情報の適正な取扱いについての義務が課せられます。 

ウ 情報の公開 

  指定管理者には、愛媛県情報公開条例（平成10年愛媛県条例第27号）第36条の規

定により、情報公開に関する努力義務が課せられます。 

エ 行政手続条例の適用 

  指定管理者が施設の利用者に対して行う許可等の処分には、愛媛県行政手続条例

（平成７年愛媛県条例第48号）が適用されます。 

オ その他 

  上記のほか、指定管理者は、こどもの城及びセンターの管理運営を行うに当たり、

関係法令を遵守する必要があります。 
 

(3) 留意事項 

ア 指定管理者は、こどもの城及びセンターの業務を一体的に行い、管理運営の効率

化と利便性の向上を図るよう努めてください。 

イ 業務の内容の詳細は、添付資料の「えひめこどもの城指定管理者業務仕様書」及

び「愛媛県体験型環境学習センター指定管理者業務仕様書」を参照してください。 

ウ 管理運営業務の全部を第三者に委託し又は請け負わせることはできません。業務

の一部については、専門の事業者に委託することができます。 

 

４ 指定期間 

指定の期間は、平成31年４月１日から平成36年３月31日までの５年間を予定していま

す。ただし、この期間は愛媛県議会での議決により確定することとなりますので、留意

してください。 

 

５ 管理運営に要する経費 

指定管理者は、施設の利用者が支払う利用料金（以下「利用料金」という。）、愛媛

県が指定管理者に支払う経費（以下「委託料」という。）及び利用者へのサービス向上

等のために指定管理者が実施する自主事業による収入（以下「自主事業収入」という。）

をもって、管理運営業務を行うものとします。 
 

(1) 利用料金 

こどもの城の管理運営に当たっては、地方自治法第244条の２第８項で定める利用料

金制を採用します。 

利用料金の額は、こどもの城管理条例第13条の規定に基づき、あらかじめ知事の承

認を受けた上で、指定管理者が定めることになります。 
 

(2) 委託料 

委託料の額は、こどもの城については、毎年度202,598千円（消費税及び地方消費税

相当額を含む。）を上限とし、センターについては、毎年度10,074千円（こどもの城

に同じ。）を上限として、予算の範囲内で、年度ごとに締結する協定書で定めます。
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なお、原則として、増額は行いませんので、事業計画及び収支計画立案の際は注意し

てください。 
 
 (3) 自主事業収入 

   自主事業収入は指定管理者に帰属するものとします。 

   なお、指定管理者が自主事業を実施する場合には、あらかじめ愛媛県と協議し、必

要な許可を得ておく必要があります。（指定管理者から事業計画書において提案され

た自主事業の実施については、協定締結の際に改めて協議するものとします。） 
 

(4) 委託料の支払方法 

委託料の支払時期については、原則として４半期ごとの前金払となります。 

なお、経理は、会計年度（４月１日から翌年３月31日まで）ごとに区分してくださ

い。 
 
 (5) 積算に当たっての留意事項（消費税の増税に関して） 

   平成31年10月に、消費税の増税が予定されていますが、現時点では、募集開始日（

平成30年８月７日）現在の消費税率に基づいて募集要項及び業務仕様書を作成してお

ります。 

   申請に当たっては、募集開始日時点における積算等に基づいて、計画等を作成・提

出していただくようお願いします。これら法制度や社会情勢の変化に伴う委託料の増

額等の対応につきましては、その影響額も踏まえて、別途、協議・検討するものとし

ます。 

 

６ 申請資格等 

(1) 申請資格 

  指定管理者の指定を申請することができるものは、指定期間中、適切にこどもの城

及びセンターの管理運営を行うことができる、愛媛県内に主たる事務所を置き、又は

置こうとする法人その他の団体（以下「法人等」という。）で、次のいずれにも該当

しないものとします。 

  また、申請に当たっては、あらかじめ参加意思表明書を提出しておく必要がありま

す。（「８ 参加意思表明書の提出」を参照） 

  なお、法人等の組織の形態（株式会社、任意団体等）は問いませんが、個人での申

請はできません。 

 ア 愛媛県会計規則（昭和45年愛媛県規則第18号）第131条の規定により愛媛県におけ

る一般競争入札の参加資格を有しない法人等 

イ 会社更生法（平成14年法律第154号）、民事再生法（平成11年法律第225号）又は

破産法（平成16年法律第75号）等の規定に基づき更生、再生又は破産手続等をして

いる法人等 

ウ 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱又は愛媛県製造の請負等に係る入札参

加資格停止措置等に関する要綱に基づく入札参加資格停止措置を受けている法人等 

エ 愛媛県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している法人等 

オ 地方自治法第244条の２第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある法人

等 

カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。 

以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

キ 暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以
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下同じ。）若しくは暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者の統制下にあ

る法人等 

ク 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人

を含む。）のうちに、次のいずれかに該当する者がいる法人等 

(ｱ) 成年被後見人又は被保佐人 

(ｲ) 破産者で復権を得ない者 

(ｳ) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける

ことがなくなった日から５年を経過しない者 

(ｴ) 愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱第２条に該当する者 
 
(2) 複数の法人等での共同申請 

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合は、複数の法人等での共同（

以下「コンソーシアム」という。）による申請ができます。この場合において、次の

事項に留意してください。 

ア コンソーシアムの適切な名称を設定し、代表となる法人等（以下「代表団体」と

いう。）を選定してください。 

イ 申請書提出後に、代表団体を変更し、又は構成員の全部又は一部を変更すること

（特定の構成員を除外し、又は新たな法人等を追加する場合を含む。）は、原則と

して認めません。 

  ただし、特別な事情により、愛媛県がやむを得ないと認めた場合に限り、変更で

きるものとします。 

ウ 単独で申請を行った法人等が、他の申請者（コンソーシアム）の構成員となるこ

とはできません。 

  また、同時に複数のコンソーシアムの構成員となることはできません。 

エ コンソーシアムの全ての構成員が(1)の申請資格を満たしている必要があります。 
 
 (3) 新設法人等の扱い 

   こどもの城及びセンターの管理運営のため、新たに法人等を設立する場合は、申請

時に設立していなくても、その名称等を使用して申請できることとします。 

   ただし、その場合には、愛媛県議会への当該施設の指定管理者指定に係る議案上程

までに、法人登記事項証明書又は法務局登記官の受領書を提出していただく必要があ

ります。 

 

７ 募集要項の配布、現地説明会等 

(1) 募集要項の配布 

ア 配布期間 

  平成30年８月７日(火)から９月３日(月)までの執務時間中（月曜日から金曜日まで

（祝日を除く。）の午前８時30分から午後５時15分までをいう。以下同じ。） 

イ 配布場所 

愛媛県保健福祉部生きがい推進局子育て支援課（「16 問合せ先」参照） 

ウ その他 

  郵送を希望する場合は、一部につき580円分の切手を貼った、あて先明記の返信用

定形外封筒（角型２号Ａ４判用）を同封の上、８月29日(水)（必着）までに上記配

布場所あてに請求してください。 

なお、募集要項等の一部については、愛媛県のホームページからも入手すること
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ができます。（ホームページアドレス：http://www.pref.ehime.jp/） 
 

(2) 現地説明会の開催 

ア 開催日時 

平成30年８月10日(金)午後１時から午後５時まで（受付：午後12時から午後1時まで） 

イ 開催場所 

えひめこどもの城あいあい児童館中３階ボランティアルーム 

ウ 内容 

① 募集要項及び業務仕様書の説明 

② 施設見学 

エ 申込方法 

ファクシミリ又は電子メールにより、平成30年８月９日(木)までに、愛媛県保健

福祉部生きがい推進局子育て支援課（「16 問合せ先」参照）あてに「現地説明会

参加申込書」（様式９）を提出してください。 

オ 留意事項 

① 申込期限までに参加の申し込みがない場合は、現地説明会の開催を取り止めま

す。（参加を希望する場合は、必ず申し込みを行ってください。） 

② 説明会には、現に当該施設の指定管理者となっている団体が同席します。(施設

の管理運営の現状等に関する説明については、同団体が行う場合があります。) 
 

(3) 資料の閲覧 

ア 閲覧期間 

  平成30年８月７日(火)から９月28日(金)まで（休館日を除く）の午前９時から午

後５時まで 

ただし、９月４日(火)以降は、参加意思表明書（「８ 参加意思表明書の提出」

参照）を提出した法人等のみに限定します。 

イ 閲覧場所 

えひめこどもの城あいあい児童館２階会議室 

ウ 閲覧資料 

① こどもの城関係 

    ・建設工事竣工図等 

    ・関係規程等 

    ・県と現在の指定管理者との間で締結した基本協定書及び平成26～29年度の年度

別協定書 

    ・平成26～29年度の管理運営に関する事業計画書、年次報告書及び月次報告書 

    ・平成30年度の管理運営に関する事業計画書 

    ・作成・発行した冊子 など 

② センター関係 

    ・建設工事竣工図等 

    ・関係規程等 

    ・県と現在の指定管理者との間で締結した基本協定書及び平成26～29年度の年度

別協定書 

    ・平成26～29年度の管理運営に関する事業計画書、年次報告書及び月次報告書 

    ・平成30年度の管理運営に関する事業計画書 など 

エ 留意事項 

① 閲覧する場合は、あらかじめ愛媛県保健福祉部生きがい推進局子育て支援課（
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「16 問合せ先」参照）へ連絡し、予約を行ってください。 

② 資料の持ち出しは禁止します。 

なお、閲覧場所内での筆記、持ち込んだ機器等による複写は可とします。 

③ 本資料の中には、設計当初の内容のものもあり、変更されている箇所があるこ

とに留意の上閲覧してください。 
 

(4) 募集に関する質問 

ア 受付期間 

第１回：平成30年８月７日(火)から８月22日(水)午後５時15分まで 

第２回：平成30年９月５日(水)から９月12日(水)午後５時15分まで 

なお、第２回の受付は、参加意思表明書（「８ 参加意思表明書の提出」参照）

を提出した法人等のみに限定します。 

イ 受付方法 

ファクシミリ又は電子メールにより、愛媛県保健福祉部生きがい推進局子育て支

援課（「16 問合せ先」参照）あてに「質問票」（様式10）を提出してください。 

なお、電話、来訪など口頭による質問は受け付けません。 

ウ 回答方法 

① 第１回の受付期間中に受け付けたもの：８月29日(水)までに愛媛県のホームペ

ージに掲載します。 

② 第２回の受付期間中に受け付けたもの：参加意思表明書を提出した全ての法人

等(コンソーシアムの場合は、代表団体)に対し、ファクシミリ又は電子メールに

より随時回答を送付します。（最終回答は９月19日(水)までに行います。） 

 

８ 参加意思表明書の提出 

  指定管理者の指定の申請を希望する法人等は、本申請に先立って、「参加意思表明書」

（様式１）の提出が必要となります。（参加意思表明書の提出があった法人等のみに、

本申請の資格があります。） 

  なお、特段の事情がない限り、参加意思表明書を出した者は、所定の期日までに本申

請を行う必要があります。 
 

 (1) 提出期間 

   平成30年８月７日(火)から９月３日（月)までの執務時間中とします。 

   なお、郵送等（書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものをいう。以下

同じ。） 

の場合は、９月３日(月)午後５時15分までの必着とします。 
 
 (2) 提出方法 

   持参又は郵送等により、愛媛県保健福祉部生きがい推進局子育て支援課（「16 問

合せ先」参照）へ提出してください。（ファクシミリ及び電子メールによる提出はで

きません。） 
 
 (3) 留意事項 

  ア 複数の法人等が共同で提出する場合の取扱いについては、「６(2) 複数の法人等

での共同申請」に準じます。 

  イ 新たに法人等を設立する場合の取扱いについては、「６(3) 新設法人等の扱い」

に準じます。 



9 

  ウ 参加意思表明書の提出があった法人等の名称等については、公表する場合があり

ます。 

 

９ 申請の手続 

指定管理者の指定を申請する法人等（以下「申請者」という。）は、次により申請に

必要な書類（以下「申請書類」という。）を提出してください。 

なお、各書類の説明については、「申請書類一覧」（別紙２）を参照してください。 
 

(1) 申請書類 

ア 指定管理者指定申請書 

イ こどもの城の管理運営に関する事業計画書及び収支計画書 

ウ センターの管理運営に関する事業計画書及び収支計画書 

エ 定款又は寄附行為及び法人登記事項証明書 

オ 申請書類を提出する日の属する事業年度の前年度における申請者の決算報告書等

経営状況を明らかにする書類 

カ 申請書類を提出する日の属する事業年度における申請者に関する事業計画書及び

収支予算書 

キ 申請者の概要を記載した書類 

ク 役員名簿 

ケ 愛媛県税について、未納の税額がないことの証明書 

コ 法人税、消費税及び地方消費税について、未納の税額がないことの証明書 

サ 印鑑証明書 

シ 申請書類のうち該当のないものについての申立書 
 

(2) 提出部数 

正本１部及び副本15部（副本は複写可）とします。 
 

(3) 提出期間 

平成30年９月21日(金)から９月28日(金)までの執務時間中とします。 

なお、郵送等の場合は、９月28日(金)午後５時15分までの必着とします。 
 

(4) 提出方法 

持参又は郵送等により、愛媛県保健福祉部生きがい推進局子育て支援課（「16 問

合せ先」参照）へ提出してください。 
 

(5) 提出書類の著作権、情報公開等 

ア 申請者が提出した申請書類の著作権は、申請者に帰属します。 

ただし、愛媛県が必要と認める場合は、申請書類の全部又は一部を無償で使用で

きるものとします。 

  イ 申請のあった法人等の名称等は、公表します。 

  ウ 申請書類は、愛媛県情報公開条例の規定に基づき開示することがあります。 

  エ 提出された申請書類は、当該施設の指定管理者の選定以外の目的には使用しませ

ん。 

オ 申請書類の内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他関係法

令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている業務手法等を用いた結果

生じた事象に係る責任は、全て申請者が負うものとします。 
 

(6) 留意事項 
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ア 提出期間終了後の申請書類の再提出及び差し替えは、原則として認めません。 

  ただし、愛媛県から、書類の不足・不備の補完、内容不明点の回答のほか、必要

に応じ、追加資料の提出をお願いすることがあります。 

イ 提出された申請書類は、理由の如何を問わず返却しません。 

ウ 申請は、１申請者につき１回のみとします。また、複数の提案をすることはでき

ません。 

エ 愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例、こどもの城条例、センター条例、

愛媛県個人情報保護条例その他こどもの城及びセンターの管理運営に関し遵守すべ

き関係法令を承知の上で申請してください。 

オ 申請書類を提出した後に辞退する場合は、「辞退届」（様式11）を提出してくだ

さい。 
 

(7) その他 

  参加意思表明書を提出した法人等が１団体のみであった場合には、申請書類の一

部を省略する場合があります。 

  なお、その場合には、当該法人等へ別途通知します。 

 

10 指定管理者の候補者の選定 

(1) 選定方法 

指定管理者の候補者は、愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例第11条第３項

の規定により、知事が選定します。 

なお、選定に当たっては、外部有識者等の委員で構成する審査会（以下「審査会」

という。）を設置し、審査会が書面審査及び面接審査（提案内容に関するプレゼンテ

ーションやヒアリング）により審査（申請者の順位付け）を行い、その結果を知事へ

報告するものとします。 
 

(2) 選定基準 

愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例第11条第３項に規定する選定基準に基

づき、総合的に評価します。 

なお、選定基準ごとの審査項目及び配点は次のとおりです。 

選 定 基 準 審  査  項  目 配 点 

１ こどもの城及びセン

ターの管理を適正かつ

確実に行うことができ

ると認められること 

１ 一部の住民、団体に対して不当に利用を制限

し、又は優遇するものではないか。 
必須 

２ 計画書に沿った管理運営を行う経営基盤、能

力を有すると認められるか。また、計画全体の

内容が創意工夫に富み具体的、現実的か。 

15 

３ 事業計画が施設の目的を効果的かつ効率的に

達成するための内容となっているか。 
20 

４ 適正かつ確実な管理運営を実施できる計画と

なっているか。 
30 

２ こどもの城及びセン

ターの設置の目的を最

も効果的かつ効率的に

達成することができる

と認められること 

１ 利用促進に向けた積極的な取組みが計画され

ているか。 
５ 

２ 利用者の利便性の向上に対する積極的な取組

みが計画されているか。 
10 

３ 収入確保及び経費縮減に対する積極的な取組

みが計画されているか。  
５ 
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 (3) 選定対象からの除外 

申請者が次の要件に該当した場合は、選定対象から除外します。 

なお、構成員のいずれかが要件に該当したコンソーシアムについても選定対象から

除外します。 

ア 申請書類の提出期限までに所定の書類が整わなかった場合 

イ 複数の申請を行い、又は複数の事業（収支）計画書を提出した場合 

ウ 申請書類に虚偽又は不正があった場合 

エ 申請資格を満たしていないことが判明した場合 

オ 審査会委員に個別に接触した場合 

カ 選定審査に関する不当な要求等を申し入れた場合 

キ 募集要項に違反し、又は著しく逸脱した場合 

ク 社会的信用を損なう行為等により、申請者を指定管理者の候補者とすることが相

応しくないと認められる場合 

ケ その他不正な行為があった場合 
 
 (4) 選定結果の通知及び公表 

   指定管理者の候補者の選定結果は、全ての申請者に対して書面で通知した後、愛媛

県のホームページ等で公表します。 

   また、選定結果の公表に併せて、審査会での議論の過程や選定理由等についても公

表する場合があります。 
 
 (5) 留意事項 

ア 面接審査の日時、場所等については、申請者に対して書面で通知します。 

  なお、審査会において、書面審査のみで審査が可能と判断した場合には、面接審

査を省略する場合があります。 

イ 申請者が１団体のみであった場合には、点数評価によらず、当該申請者が指定管

理者の候補者として適当かどうか総合的に判断する場合があるほか、審査会による

審査自体を省略する場合があります。 

 

11 指定管理者の指定及び協定の締結 

(1) 指定管理者の指定 

指定管理者の指定及び指定期間の決定には、愛媛県議会の議決が必要です。「10 

指定管理者の候補者の選定」により選定した候補者を指定管理者に指定する議案を愛

媛県議会に上程し、議決されれば、知事が指定管理者に対して指定の通知を行うとと

もに、その旨を告示します。 
 

(2) 協定の締結 

愛媛県と指定管理者は、業務の内容及び管理の基準に関する細目的事項等について、

申請時に提出した事業（収支）計画及び書類審査、面接審査の際の質疑応答などにお

いて明確化した事項に基づいて協議の上、こどもの城及びセンターの管理運営に関す

る協定を締結します。 

なお、協定は、「基本協定」と「年度別協定」を締結することになります。 
 

(3) 協定の主な内容 

ア 基本協定 

  基本協定は、指定期間を通しての基本的事項に関する協定です。 
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(ｱ) 業務に関する基本的な事項 

(ｲ) 利用料金に関する事項 

(ｳ) 愛媛県が支払う委託料に関する基本的な事項 

(ｴ) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項 

(ｵ) 事業報告・業務報告に関する事項 

(ｶ) 指定管理業務の引継ぎに関する事項 

(ｷ) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項 

(ｸ) 指定期間に関する事項 

(ｹ) リスクの管理・責任分担に関する事項 

(ｺ) その他 

イ 年度別協定 

  年度別協定は、年度ごとの業務に係る事項等を定める協定です。 

(ｱ) 当該年度の業務内容に関する事項 

(ｲ) 当該年度に愛媛県が支払う委託料に関する事項 

(ｳ) その他 
 
(4) その他 

ア 指定管理者がコンソーシアムの場合は、コンソーシアムを指定することとします。 

ただし、協定は、コンソーシアムの全構成員と締結します。 

イ 協定は、指定という行政処分の附款であり、契約とは異なります。また、協定で

定めた事項については、基本的に変更は行いません。 

ただし、特別の事情があるときは、愛媛県と指定管理者とが協議の上、協定の変

更をすることができることとします。 

ウ 協定締結後、指定管理者は、平成31年４月１日から管理運営業務が行えるよう諸

準備を進めてください。 

 

12 業務開始前に管理の実施が困難になった場合における措置に関する

事項 
 

指定管理者の業務開始前までの期間に、指定管理者の候補者として選定された者又は

指定管理者（以下「指定管理者等」という。）が、次の事項のいずれかに該当した場合

は、指定管理者の候補者としての決定又は指定管理者の指定を取り消すこととします。 

なお、指定管理者等がコンソーシアムの場合は、代表団体が次の事項のいずれかに該

当した場合に、指定管理者の候補者としての決定又は指定管理者の指定を取り消すとと

もに、構成員が該当した場合は、代表団体が当該構成員に代え、新たに他の構成員を協

定に加えるなど、継続して業務を適正に遂行するための措置を講ずることができないと

きに、同様に取り消すこととします。 

おって、指定管理者等が取消しとなった場合は、原則として「10 指定管理者の候補

者の選定」において次点となった者を候補者として選定することとします。 

(1) 愛媛県議会において指定に係る議案が否決された場合 

(2) 指定管理者等が倒産し、若しくは解散したとき又は資金事情の悪化等により、業務

の履行が確実でないと認められる場合 

(3) 社会的信用を損なう行為等により、指定管理者等とすることが相応しくないと認め

られる場合 

(4) 指定管理者等が提出した書類に虚偽の記載があることが判明した場合 

(5) 正当な理由なくして協定の締結に応じない場合 
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(6) この要項に定める申請資格を失い、又は申請資格がないことが判明した場合 

(7) その他指定管理者に指定することが不可能、又は著しく不適当と認められる事情が

生じた場合 

 

13 指定期間満了前の取消し 

(1) 愛媛県による指定の取消し 

愛媛県は、次の事項のいずれかに該当すると認める場合は、指定期間満了前に指定

管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずる

ことができることとします。 

ア 指定管理者が業務の履行に関し不正行為を行った場合 

イ 指定管理者が愛媛県に対し虚偽の報告を行い、又は正当な理由なく報告等を拒ん

だ場合 

ウ 指定管理者が協定内容を履行せず、又はこれに違反した場合 

エ 自らの責めに帰すべき事由により、指定管理者から指定の取消しの申出があった

場合 

オ 指定管理者が次の事項のいずれかに該当する場合（指定管理者がコンソーシアム

の場合は、代表団体が次の事項のいずれかに該当したとき、また、構成員が該当し

た場合は、代表団体が当該構成員に代え、新たに他の構成員を協定に加えるなど、

継続して業務を適正に遂行するための措置を講ずることができないとき。） 

(ｱ) この要項に定める申請資格を失い、又は申請資格がないことが判明した場合 

(ｲ) 資金事情の悪化等により、業務の履行が確実でないと認められる場合 

カ 社会的信用を損なう行為等により、当該法人等を指定管理者とすることが相応し

くないと認められる場合 

キ その他愛媛県が必要と認める場合 
 
(2) 指定管理者による指定の取消しの申出 

指定管理者は、次の事項のいずれかに該当すると認める場合は、愛媛県に対し指定

期間満了前に指定の取消しを申し出ることができます。この場合において、愛媛県は、

指定管理者との協議を経てその措置を決定するものとします。 

ア 愛媛県が協定内容を履行せず、又はこれに違反した場合 

イ 愛媛県の責めに帰すべき事由により、指定管理者が損害又は損失を被った場合 

ウ その他指定管理者が必要と認める場合 

(3) 業務の継続が困難となった場合の措置等 

愛媛県又は指定管理者は、次の事項のいずれかに該当する場合は、相手方に対して

指定取消しの協議を求めることができるものとします。協議の結果、やむを得ないと

判断された場合、愛媛県は指定の取消しを行うものとします。 

  ア 不可抗力その他愛媛県及び指定管理者のいずれの責めにも帰することができない

事由により業務の継続が困難となった場合 

  イ 愛媛県が当該施設を廃止又は休止する場合 

  ウ 災害等の発生により、愛媛県又は施設所在市町が当該施設を避難所、広域防災拠

点等として使用する場合 

  エ その他愛媛県又は指定管理者が必要と認める場合 
 
(4) 留意事項 

ア 指定管理者の責めに帰すべき事由により、指定期間満了前に指定の取消しが行わ



14 

れた場合は、愛媛県に生じた損害は指定管理者が賠償するものとします。 

イ 指定管理者は、指定期間満了前の指定の取消しが行われた場合、その事由の如何

を問わず、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、こどもの城及びセンターの業務を

遂行できるよう、引継ぎを行うものとします。 

 

14 その他 

(1) 申請等に係る経費 

申請（現地説明会への参加、参加意思表明書の提出等の行為を含む。）から業務の

引継ぎを行うまでの期間（平成31年３月31日まで）に要する経費は、申請者又は指定

管理者等が負担するものとします。 
 
(2) 協定書の解釈に疑義が生じた場合又は協定書に定めのない事項が生じた場合

の措置 

愛媛県と指定管理者は、誠意をもって協議するものとします。 

 

15 添付資料 

資料１ えひめこどもの城指定管理者業務仕様書 

資料２ えひめこどもの城施設等概要 

資料３ えひめこどもの城実績概要 

資料４ 愛媛県体験型環境学習センター指定管理者業務仕様書 

資料５ 愛媛県体験型環境学習センター施設等概要 

資料６ 愛媛県体験型環境学習センター実績概要 

 

16 問合せ先 

(1) 募集全般及びこどもの城に関すること 

〒790-8570 

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁第一別館２階 

愛媛県保健福祉部生きがい推進局子育て支援課 

子育て支援企画係 

電話     089-912-2413 

ファクシミリ 089-912-2409 

電子メール  kosodate@pref.ehime.lg.jp 
 

(2) センターに関すること 

〒790-8570  

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁第一別館５階 

愛媛県県民環境部環境局環境政策課 

環境計画係 

電話     089-912-2346 

ファクシミリ  089-912-2344 

電子メール   kankyou@pref.ehime.lg.jp 
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